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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年８月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年１１月８日（金） ０６時０５分ごろ 

発生場所 愛知県衣浦港 

 愛知県武豊町所在の衣浦港武豊灯台から真方位１２７°１.７海里

付近 

 （概位 北緯３４°４９.７′ 東経１３６°５７.５′） 

事故調査の経過 平成２６年４月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーモーターボート 釣人
つりびと

丸、３.７トン 

   ２４０－５８１１０愛知、個人所有 

   １０.４３ｍ（Lr）×２.６２ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２２８.００kＷ、平成１６年９月 

Ｂ プレジャーモーターボート 恵比寿
え び す

丸、０.９トン 

   ２４０－１８５３６愛知、個人所有 

   ７.８３ｍ×１.９２ｍ×０.４９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５２.９６kＷ、昭和６０年１１月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 昭和５０年４月２５日 

    免許証交付日 平成２４年３月１２日 

           （平成２９年３月１１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 平成２年８月１日 

    免許証交付日 平成２１年１２月１４日 

           （平成２７年７月３１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船底に擦過傷、プロペラシャフトの曲損等 

Ｂ 右舷外板及び左舷外板の割損等 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、船体後部の操舵室で椅子に腰を

掛けて操船を行い、衣浦港東防波堤（以下「本件防波堤」という。）
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北方を約１８ノットの速力で港外へ向けて南東進中、船首方約９００

ｍにＢ船を視認した。 

船長Ａは、Ｂ船の右方にある本件防波堤の沖に複数のマストを認

め、本件防波堤の向こう側に約３隻の船が航行していると思い、Ｂ船

から目を離してそれらの動静を観察しながら航行し、再び視線を船首

方に戻したところ、船首方約２０ｍにＢ船を認め、右舵を一杯に取っ

たものの、平成２５年１１月８日０６時０５分ごろＡ船の船首とＢ船

の右舷とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、本件防波堤北東方の水路で漂泊

中、船長Ｂが、船尾甲板でしゃがみ込み、下を向いて釣りの仕掛けを

準備していたところ、船が近づく音がするので、顔を上げ、右舷方約

１０ｍに接近したＡ船を認めたものの、何もすることができず、Ｂ船

とＡ船とが衝突した。 

Ａ船は、Ｂ船の前部甲板の上を通過して左舷側に着水した。 

船長Ａは、Ａ船でＢ船を衣浦港武豊岸壁北方の船溜
だ

まりへえい
．．

航

し、海上保安庁に連絡した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３ 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  Ａ船は、レーダーを備えており、本事故当時、作動させていた。 

 船長Ａは、視力が両眼共に約１.０であり、約４０年の操船経験を

有し、本事故海域を航行した経験は多数あった。 

 Ｂ船は、レーダーがなく、汽笛を備えていた。 

 船長Ｂは、約２０年の操船経験があり、本事故海域を航行した経験

は多数あった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、衣浦港を南東進中、船長Ａが、船首方から目を離し、本件

防波堤の向こう側の他船の動静に注意を向けていたことから、約２０

ｍに接近したＢ船に気付き、右舵を取ったものの、Ｂ船と衝突したも

のと考えられる。 

 Ｂ船は、本件防波堤北東方の水路で漂泊中、船長Ｂが、釣りの仕掛

けの作成に注意を向けていたことから、右舷方約１０ｍに接近したＡ

船に気付き、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、衣浦港において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が本件防波堤北

東方の水路で漂泊中、船長Ａが、船首方から目を離し、本件防波堤の

向こう側の他船の動静に注意を向けており、また、船長Ｂが釣りの仕

掛けの作成に注意を向けていたため、Ａ船とＢ船が衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 
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参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、常に周囲の見張りを適切に行うこと。 

 


